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暮らし

▲市民活動支援スペースのイメージ図 ▲市民や市民団体、学生など、多様な方による議論が
行われた昨年度のワークショップ

市民活動支援スペースの実現を目指して

市民ワークショップの
参加者を募集

新第1庁舎

市民活動支援スペース（仮称：協働テラス）の
運営について考えようテーマ

相談名 会場・日程 相談時間 相談内容〈　〉は相談員

消費生活

消費生活センター 毎週月～金曜日
（毎月第2・4土曜日は電話相談のみ）

10：00～16：00
（窓口及び電話相談）

消費者トラブルに関する苦
情処理及び紛争解決のあっ
せん〈消費生活相談員〉

消費生活センター☎320-0666
行徳支所 第2・4火曜日 10：00～12：00

13：00～16：00
行徳支所市民相談室☎359-1121

多重債務
予約制

市役所 4（火）、18（火）
13：00～16：00

多重債務に関する相談〈弁
護士〉※予約制（消費生活
センター☎320-0666）行徳支所 27（木）

人権擁護
市役所 12（水） 13：00～16：00

（受付15：30まで）
家庭問題やいじめ、いやがら
せなどの悩み〈人権擁護委
員、弁護士〉男女共同参画課☎322-6700

建築行政
市役所 毎週月・水・金曜日 9:00～17:00

（受付16：30まで）
建築にかかわる民事的な相談

（中高層建築物を含む）〈建
築行政相談員〉建築指導課☎712-6335

労働
予約優先

市役所 5（水）、19（水） 18:00～20:00 労働上のトラブルに関する
相談〈社会保険労務士〉雇用労政担当室☎704-4131

年金 市役所 25（火） 13：00～16：30
（受付16：00まで） 各種公的年金について

〈社会保険労務士〉
国民年金課☎334-1127

住宅リフォーム
予約優先

市役所 13（木）、27（木） 13:00～16:00 増改築、修繕など〈市川住宅
ﾘﾌｫｰﾑ相談協議会相談員〉住環境整備課☎712-6325

心配ごと 八幡市民談話室 3（月）、17（月） 10:00～15:00
（13:00からは弁
護士相談もあり）

日常生活での悩みや困ったこ
となど〈民生委員児童委員〉社会福祉協議会☎320-4001

後見制度
予約制

社会福祉協議会 20（木） 10：00～16：00 高齢者・障害者の成年後見
制度の相談〈社会福祉士〉社会福祉協議会☎320-4001

相談名 会場・日程 相談時間 相談内容〈　〉は相談員

民事一般
　
　
　

総
合
市
民
相
談
課
☎
３
３
４・１
０
０
２ 

予
約・問
い
合
わ
せ

市役所・行徳支所
毎週月～金曜日

  8：50～12：00
13：00～17：00

（受付16：30まで）
市民生活や民事に関する
一般的な相談〈市民相談員〉出張市民相談 大柏出張所 7（金）、21（金）

行政書士
市役所 24（月） 13：00～17：00

（受付16：30まで）
相続手続、遺言書、贈与、成年後見、契
約書、官公署提出書類作成、外国人の
在留等に関する申請など〈行政書士〉行徳支所 17（月）

行政 市役所 19（水） 13：00～15：00
（受付14：30まで）

国、特殊法人などへの苦情や
要望〈行政相談委員〉行徳支所 3（月）

登記
市役所 5（水） 13：00～16：00

（受付15：30まで）
不動産登記、会社登記、境界
問題など〈司法書士・土地家
屋調査士〉行徳支所 19（水）

不動産取引 市役所 17（月）､31（月） 13：00～16：00
（受付15：30まで）

土地・建物の売買や賃貸など
のトラブル〈宅地建物取引士〉行徳支所 24（月）

予
約
制

弁護士法律
（平日）

市役所 6（木）、7（金）、14（金）、
20（木）、21（金）、28（金）

13：00～16：00
相続・遺言、損害賠償、金銭
貸借、離婚、借地借家、成年
後見などの専門的な法律の
知識を必要とする相談〈弁護
士〉〈認定司法書士〉

行徳支所 7（金）、14（金）、28（金）
弁護士法律
（土曜） 市役所 1（土）、29（土）

司法書士
法律（昼間）

市役所 26（水） 13：00～16：40行徳支所 未実施

司法書士
法律（夜間）

市役所 5（水）、12（水）、
19（水）、26（水） 17:00～20:00
行徳支所 12（水）

税金 市役所 11（火） 13:00～16:00 相続、贈与、売買など税の相談
〈税理士〉行徳支所 未実施

交通事故 市役所 13（木）、27（木） 10:00～15:00 示談や損害賠償の方法〈県
交通事故相談員〉行徳支所 未実施

月
の
市
民
相
談

※
弁
護
士
法
律
相
談（
平
日
）の
予
約
は
毎
週
金
曜
日
午

前
８
時
45
分
か
ら
翌
週
分
を
直
通
電
話
で
受
け
付
け
ま

す
※
祝
日
の
相
談
は
休
み
で
す

10

総
合
市
民
相
談
課

☎
３
３
９・７
７
０
１
千
葉
地
方
法

務
局
市
川
支
局
総
務
課

（
総
合
市
民
相
談
課
）

♦
♦
♦

10
・11
月
の
無
料
耐
震
相
談
会

木
造
戸
建
て
住
宅
の
耐
震
診
断
や

補
強
方
法
に
つ
い
て
、専
門
の
建
築

士
が
相
談
に
応
じ
ま
す
。相
談
は
１

人
１
時
間
程
度（
予
約
制
）。

10
月
７
日（
金
）／
南
行
徳
公

民
館
・28
日（
金
）／
市
川
公
民
館
、

11
月
11
日（
金
）／
菅
野
公
民
館・25

日（
金
）／
中
央
公
民
館
、い
ず
れ
も

午
前
10
時
～
午
後
４
時

各
日
先
着
５
人

相
談
会
開
設
日
の
４
日
前
ま
で

に
☎
７
１
２・６
３
３
７
建
築
指
導
課

♦
♦
♦

い
ち
ば
ん
米
ち
ば
米

新
米
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

県
内
産
新
米
の
対
象
商
品
に
貼
付

の
応
募
シ
ー
ル
を
送
る
と
、抽
選
で

チ
バ
ザ
ビ
ー
フ（
牛
肉
）や
千
葉
県
産

の
ノ
リ
な
ど
が
当
た
り
ま
す
。応
募

方
法
な
ど
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

対
象
商
品 

同
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
応
募
シ
ー

ル
の
付
い
た
、平
成
28
年
産
千
葉
県
産

米
５
キ
ロ
グ
ラ
ム
、10
キ
ロ
グ
ラ
ム

応
募
締
切 

10
月
31
日（
月
）（
消
印

有
効
）

☎
０
４
３・２
２
３・３
０
８
５
同
事

務
局（
千
葉
県
流
通
販
売
課
販
売・

輸
出
促
進
室
内
）

（
農
政
課
）

♦
♦
♦

若
者
対
象
合
同
就
職
フ
ェ
ア 

in
市
川

市
と
千
葉
県
中
小
企
業
団
体
中
央

会
の
共
催
に
よ
り
、企
業
の
経
営
者

ま
た
は
人
事
担
当
者
に
よ
る
企
業

説
明
や
面
談
会
を
行
い
ま
す
。参
加

企
業
は
20
社
程
度
、履
歴
書
は
不
要

で
す
。

10
月
13
日（
木
）午
後
１
時
30
分

（
受
け
付
け
は
午
後
１
時
か
ら
）～
４
時

40
分（
最
終
受
け
付
け
は
午
後
４
時
）

山
崎
製
パ
ン
企
業
年
金
基
金
会
館

（
市
川
１
の
３
の
14
）

お
お
む
ね
20
～
30
歳
代
の
方（
新

卒
は
対
象
外
）

☎
０
４
３・３
０
６・３
２
８
３
千
葉

県
中
小
企
業
団
体
中
央
会

（
雇
用
労
政
担
当
室
）

広
小
路
交
差
点
～
本
八
幡
駅
前
交

差
点
）

☎
０
５
７
０・０
２
４・０
２
４
東
日

本
高
速
道
路
㈱

（
外
環
道
路
推
進・道
の
駅
担
当
室
）

♦
♦
♦

社
会
生
活
基
本
調
査
に
ご
協
力
を

国
民
の
時
間
の
過
ご
し
方
と
活
動

状
況
に
関
す
る
調
査
で
す
。無
作
為

抽
出
に
よ
り
調
査
世
帯
が
決
ま
り
、

10
月
上
旬
～
中
旬
に
調
査
員
が
伺
い

ま
す
の
で
、10
月
20
日
現
在
で
の
記

入
を
お
願
い
し
ま
す
。

☎
０
４
３・２
２
３・２
２
２
３
千
葉

県
統
計
課

（
総
務
課
）

♦
♦
♦

公
証
相
談

公
正
証
書（
遺
言・契
約・会
社
の
定

款・私
文
書
の
認
証
）な
ど
の
作
成
に

関
す
る
無
料
相
談
。電
話
で
の
相
談

は
不
可
。

10
月
３
日（
月
）午
後
１
時
～
４
時

（
受
け
付
け
は
午
後
３
時
30
分
ま
で
）

♦
♦
♦

台
風
接
近
時
の

ご
み
の
収
集
に
つ
い
て

台
風
が
接
近
・
上
陸
し
た
場
合
も
、

通
常
ど
お
り
ご
み
の
収
集
を
行
い
ま

す
。た
だ
し
、道
路
の
冠
水
な
ど
に
よ

り
収
集
時
間
に
遅
れ
が
生
じ
た
り
、

収
集
で
き
な
く
な
る
場
合
が
あ
り
ま

す
の
で
、ご
了
承
く
だ
さ
い
。

な
お
、台
風
時
は
、み
な
さ
ん
が
ご
み

を
集
積
所
に
出
す
際
の
危
険
性
や

ご
み
の
飛
散
の
恐
れ
が
あ
り
ま
す
の

で
、で
き
る
だ
け
次
回
の
収
集
日
に

出
し
て
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

☎
７
１
２・６
３
０
１
清
掃
事
業

課♦♦
♦

外
環
工
事
に
伴
い
国
道
14
号
を

夜
間
通
行
止
め

９
月
27
日（
火
）午
後
11
時
～
28
日

（
水
）午
前
５
時
、予
備
日
＝
９
月
28

日（
水
）～
29
日（
木
）の
同
時
刻

通
行
止
め
区
間 

国
道
14
号（
市
川

通
ル
ー
ル
を
守
り
、交
通
事
故
を
防

止
し
ま
し
ょ
う
。な
お
、９
月
30
日

（
金
）は
交
通
事
故
死
ゼ
ロ
を
目
指
す

日
で
す
。

ス
ロ
ー
ガ
ン 

「
伝
え
よ
う
自
分
の
存

在
反
射
材
」

重
点
目
標 

①
子
ど
も
と
高
齢
者
の

交
通
事
故
防
止
②
夕
暮
れ
時
と
夜

間
の
歩
行
中・自
転
車
乗
用
中
の
交

通
事
故
防
止
③
後
部
座
席
を
含
め

た
全
て
の
座
席
の
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
と

チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
の
正
し
い
着
用
の

徹
底
④
飲
酒
運
転
の
根
絶

☎
７
１
２・６
３
４
１
交
通
計
画
課

♦
♦
♦

市
川
市
戦
没
者
追
悼
式
を
挙
行

戦
争
で
亡
く
な
ら
れ
た
方
を
慰
霊

す
る
と
と
も
に
、世
界
の
恒
久
平
和

を
祈
念
す
る
式
典
で
す
。ど
な
た
で

も
参
列
で
き
ま
す
。

10
月
19
日（
水
）午
後
２
時
～
３
時

文
化
会
館

☎
３
８
３・９
５
６
８
生
活
支
援
課 

援
護・募
金
担
当

 

お
知
ら
せ

９
月
市
議
会
定
例
会
を
開
会
中

９
月
29
日（
木
）ま
で
の
予
定

傍
聴
希
望
者
は
、日
程
な
ど
を
お
問

い
合
わ
せ
の
う
え
、
６
階
の
傍
聴

受
付
ま
で
。ま
た
、イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

で
本
会
議
の
生
中
継
と
録
画
放
送

も
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

（
議
会
事
務
局
）

♦
♦
♦

傍
聴
し
よ
う〈
希
望
者
は
直
接
会
場
へ
〉

◆
総
合
教
育
会
議

10
月
６
日（
木
）午
後
１
時
30
分
～
２

時
30
分（
傍
聴
者
の
入
場
は
会
議
公

開
の
手
続
き
後
）／

理
事
者
控
室

／
先
着
10
人

（
企
画
課
）

♦
♦
♦

９
月
21
日（
水
）～
30
日（
金
）

秋
の
全
国
交
通
安
全
運
動

秋
口
は
日
没
時
間
が
早
ま
り
、夕
暮

れ
時
や
夜
間
の
交
通
事
故
が
多
発

傾
向
に
あ
り
ま
す
。一
人
ひ
と
り
が
交

　平成３２年にオープン予定の新第１庁舎に、市民交流のきっかけを生み、活動の場
所となる「市民活動支援スペース（仮称：協働テラス）」を設置するため、市では平成26
年度から市民ワークショップを開催しています。
　これまでの２年間では、スペースのコンセプトや配置計画、協働の理念と基本的な
条件について議論してきました。今年度は、このスペースを運用していくための運営方
法について考えます。

１０月２２日、１２月１０日、１月２１日、３月４
日、いずれも土曜日、午後２時～５時（全４
回）

第5・6委員会室
全４回全てに参加できる市内在住・在

勤・在学の方、抽選で３５人程度

新庁舎建設課、 総務課、大柏出
張所で配布の申込書に必要事項を書き、
１０月１１日（火）必着で持参、郵送、または
ＦＡＸで新庁舎建設課（申込書は市公式
Ｗｅｂサイトからダウンロード可）

☎７０４-００６６同課
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暮らし

施設名 利用
単位

使用料（税抜）
９月３０日（金）まで １０月１日（土）から

中央公民館
第１会議室

１時間
あたり

４２０円
（１,１９０円）

５９０円
（１,１９０円）

市川地域
ふれあい館
ふれあい室１

１時間
あたり

１７０円
（５２０円）

２６０円
（５２０円）

公共施設の
使用料が変わります

◀
表
彰
式
で
は
多
く
の

方
を
前
に
、ア
イ
デ
ア

を
披
露
し
ま
す

起業への一歩を踏み出そう

 

月・日 

曜
日　

    　

清 

掃 

地 

域

9・18 

日 

新
田
２
～
４
、曽
谷
１
～
４（
第

１
か
ら
第
４
）、鬼
越（
全
）、鬼
高

（
全
）、新
井（
全
）、島
尻
、広
尾

１
、日
之
出
、南
行
徳
１・２

9・19 

祝 

平
田（
全
）

9・22 

祝 

八
幡
６
、東
菅
野
４
の一部（
古
八

幡
、冨
貴
島
）

9・25 

日 

新
田
１・５
、高
石
神
、宮
久
保
１

（
大
境
）、河
原
、下
新
宿
、本

塩
、欠
真
間（
全
）、本
行
徳
、妙

典（
全
）、塩
焼
、関
ケ
島
、伊
勢

宿
、末
広（
全
）、相
之
川（
全
）

9・26 

月 

富
浜（
全
）、宮
久
保（
全
）

9・28 

水 

東
菅
野
４・５（
美
里
苑
）、福
栄

（
全
）

9・29 

木 

本
北
方
１

9・30 

金 

曽
谷
６
・７（
第
５
）、下
貝
塚

（
全
）

10・1 

土 

市
川
４（
根
本
）、北
方
２
、本
北

方
１
の一部（
北
方
中
央
）

10・2 

日 

押
切
、湊
、湊
新
田（
全
）、新
浜

１
、南
行
徳
３・４
、大
洲（
全
）、

大
和
田
１・３・５
、田
尻
４・５
の

一
部
、原
木
４
、国
分
２・３（
根

古
屋
）、若
宮
１
、北
方
町
４（
東

南・富
士
見
台
）、曽
谷
１
、奉
免

町（
ひ
め
み
や
）、柏
井
町
１（
第

１
、東
昌
台
）、柏
井
町
３（
第
３

団
地
）

10・3 

月 

本
北
方
２
、国
府
台（
全
）

10・5 

水 

香
取（
全
）、行
徳
駅
前
３・４

10・6 

木 

本
北
方
３
、北
方
３
、若
宮
２

10・7 

金 

八
幡
１
、南
八
幡
１（
八
幡
上
・

下
）、若
宮
３（
上
町
）

10・8 

土 

稲
荷
木（
全
）

10・9 

日 

中
国
分（
全
）、国
分
１
、大
和
田

２・４
、東
大
和
田（
全
）、大
町
、

大
野
町（
全
）、稲
越
町
、北
方
町

４（
千
足
）、曽
谷
５・８（
第
６
）

10・10 

祝 

高
谷
、二
俣（
全
）、真
間
４・５

10・11 

火 

北
国
分（
全
）、中
山
３・４

10・12 

水 

中
山
１・２

10・15 

土 

須
和
田（
全
）、北
方
１

10・16 

日 

南
八
幡
１（
し
ら
さ
ぎ
）、鬼
越

（
全
）、鬼
高（
全
）、新
井（
全
）、

島
尻
、広
尾
１
、日
之
出
、南
行

徳
１・２

10・17 

月 

平
田（
全
）

10・18 

火 

新
田
２
～
４
、曽
谷
１
～
４（
第

１
か
ら
第
４
）

10・20 

木 

若
宮
３（
下
町
）、市
川
南
１
～

４
、市
川
２

10・22 

土 

八
幡
６
、東
菅
野
４
の一部（
古
八

幡
、冨
貴
島
）

●
自
治（
町
）会・個
人
の
自
主
的
な
清
掃
活

動
で
す
。ご
協
力
く
だ
さ
い
。●
協
力
し
て
い

た
だ
い
た
際
に
揚
げ
ら
れ
た
泥
土
は
市
で
回

収
し
ま
す
。●
泥
土
の
回
収
は
、清
掃
日
直
後

の
月
曜
日
か
火
曜
日（
清
掃
日
が
月・火
曜
日

の
場
合
は
、そ
の
週
）に
伺
い
ま
す
。●
な
お
、

一
般
ご
み
一
般
廃
棄
物
な
ど
は
回
収
し
ま
せ

ん
。●
不
定
期（
臨
時
）に
側
溝
清
掃
す
る
場

合
は
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。  （
道
路
安
全
課
）

♦
♦
♦

も
っ
た
い
な
い
マ
ー
ケ
ッ
ト

フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
や
リ
サ
イ
ク
ル
講

座
、ミ
ニ
ゲ
ー
ム（
景
品
有
り
）な
ど
を

行
い
ま
す
。

９
月
25
日（
日
）午
前
10
時
～
午

後
２
時

リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ザ
市
川（
二
俣
新

町
13
の
１
）

☎
３
２
７・４
１
４
７
同
施
設

（
循
環
型
社
会
推
進
課
）

♦
♦
♦

市
川
市
ビ
ジ
ネ
ス
マッ
チ
ン
グ

 

in
エ
ヌ
プ
ラ
ス
２
０
１
６

東
京
ビ
ッ
グ
サ
イ
ト
で
開
催
さ
れ
る
展

示
会（
エ
ヌ
プ
ラ
ス
）に
、市
内
の
中
小

企
業
７
社
が
共
同
出
展
し
、独
自
の
素

材
と
技
術
を
Ｐ
Ｒ
し
ま
す
。な
お
、入

場
に
は
商
工
振
興
課
で
配
布
の
招
待

券
ま
た
は
、エ
ヌ
プ
ラ
ス
の
Ｗｅ
ｂ
サ
イ

ト
で
の
事
前
来
場
登
録
が
必
要
で
す
。

９
月
28
日（
水
）～
30
日（
金
）午

前
10
時
～
午
後
５
時

東
京
ビ
ッ
グ
サ
イ
ト
東
ホ
ー
ル（
東

京
都
江
東
区
有
明
３
の
11
の
１
）

☎
７
１
１・１
１
４
０
同
課

 

募
集

♦
♦
♦

10
月
23
日（
日
）開
催

「
行
徳
ま
つ
り
２
０
１
６
」の
協
賛

協
賛
い
た
だ
い
た
方
に
は
、協
賛
金
額

に
応
じ
た
大
き
さ
で
プ
ロ
グ
ラ
ム
に

協
賛
者
名
を
掲
載（
10
月
21
日（
金
）

ま
で
に
入
金
確
認
が
で
き
た
方
）す

る
他
、行
徳
ま
つ
り
公
式
Ｗｅ
ｂ
サ
イ

ト
に
協
賛
者
名
を
掲
載
す
る
な
ど

の
特
典
が
あ
り
ま
す
。

行
徳
ま
つ
り
実
行
委
員
会
事
務

局
、ま
た
は
行
徳
ま
つ
り
公
式
Ｗｅ
ｂ

サ
イ
ト
に
あ
る
協
賛
申
込
書
を
10
月

21
日（
金
）ま
で
に
持
参
、郵
送
ま
た

は
Ｆ
Ａ
Ｘ
で
同
事
務
局
。協
賛
金
は

銀
行
振
り
込
み
ま
た
は
持
参
で
同
事

務
局
。開
催
当
日
も
会
場
の
運
営

本
部
で
受
け
付
け
ま
す
。

☎
３
９
５・６
７
８
１
同
実
行
委
員

会
事
務
局（

総
務
課
内
）

♦
♦
♦

市
民
安
全
運
転
競
技
大
会
の
参
加
者

交
通
安
全
意
識
の
向
上
を
図
る
た

め
、道
路
交
通
法
の
学
科
と
自
動
車

の
運
転
技
能
に
よ
る
競
技
大
会
を
行

い
ま
す
。個
人
ま
た
は
団
体（
２
人
１

チ
ー
ム
）で
行
い
、入
賞
者
に
は
表
彰

状
及
び
記
念
品
を
贈
り
ま
す
。詳
し

く
は
国
府
台
自
動
車
学
校
に
お
問
い

合
わ
せ
い
た
だ
く
か
、同
学
校
Ｗｅ
ｂ

サ
イ
ト
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

10
月
23
日（
日
）午
前
10
時
30
分

～
午
後
３
時

同
学
校（
中
国
分
３
の
16
の
１
）

市
内
在
住・在
勤
で
運
転
免
許
を

お
持
ち
の
方

９
月
30
日（
金
）ま
で
に
☎

０
１
２
０・１
５・７
３
１
１
同
学
校

（
交
通
計
画
課
）

 

講
座・催
し

♦
♦
♦

生
ご
み
資
源
化
講
演
会

燃
や
す
ご
み
の
約
４
割
を
占
め
る

生
ご
み
を
削
減
す
る
に
は
、「
使
い
き

り・
食
べ
き
り・
水
き
り
」で
生
ご
み

を
出
さ
な
い
よ
う
に
す
る
他
、コ
ン
ポ

ス
ト
容
器
で
生
ご
み
を
堆
肥
化
す

る
方
法
が
あ
り
ま
す
。今
回
は
コ
ン

ポ
ス
ト
容
器
の
使
い
方
に
つ
い
て
実

演
を
交
え
な
が
ら
分
か
り
や
す
く

お
話
し
し
ま
す
。な
お
、堆
肥
化
用

資
材（
ぼ
か
し
）作
成
の
実
習
で
で

き
た
ぼ
か
し
は
持
ち
帰
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

10
月
13
日（
木
）午
前
10
時
～
正
午

男
女
共
同
参
画
セ
ン
タ
ー

先
着
20
人

10
月
６
日（
木
）ま
で
に
☎
７
１
２・ 

６
３
１
７
循
環
型
社
会
推
進
課

♦
♦
♦

組
紐
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
養
成
講
座

正
倉
院
宝
物
な
ど
の
組
み
方
を
再

現
し
た
古
式
の
組
紐
技
法「
ク
テ

打
」の
技
術
を
習
得
し
、考
古
博
物

館
な
ど
で
行
う
イ
ベ
ン
ト
で
来
場
者

に
教
え
て
み
ま
せ
ん
か
。

10
月
２
日
・
16
日
・
30
日
の
全
３

回
、い
ず
れ
も
日
曜
日
、午
後
１
時

30
分
～
４
時

歴
史
博
物
館

先
着
20
人

往
復
は
が
き
に
必
要
事
項（
６
面

上
段
参
照
）を
書
き
、９
月
23
日（
金
）

必
着
で
考
古
博
物
館（
〒
２
７
２・ 

０
８
３
７
堀
之
内
２
の
26
の
１
）

☎
３
７
３・２
２
０
２
同
館

♦
♦
♦

①
普
通
救
命
講
習
Ⅰ

②
普
通
救
命
講
習
Ⅲ

Ａ
Ｅ
Ｄ（
自
動
体
外
式
除
細
動
器
）

を
使
用
し
た
①
心
肺
蘇
生
法
②
小

児
・
乳
児
に
対
す
る
心
肺
蘇
生
法
、

及
び
異
物
除
去
法
に
つ
い
て
学
び
ま

す
。①

10
月
８
日（
土
）・12
日（
水
）・25

日（
火
）②
10
月
19
日（
水
）、い
ず
れ

も
午
前
９
時
～
正
午

消
防
局（
車
で
の
来
場
不
可
）

市
内
在
住
・
在
勤
・
在
学
の
中
学

生
以
上
の
方
、先
着
各
30
人

９
月
26
日（
月
）か
ら
☎
３
３
３・ 

２
１
１
１
消
防
局
救
急
課

　使用料を２段階に分け引き上げることとした下記公共
施設について、１０月１日（土）の利用分から使用料が再
度変わります。個々の施設の使用料や、利用にあたって
の不明な点は、各施設にお問い合わせください。

☎３３４-１１１０財政課

下段カッコ内は、市民等以外（市外居住者など）の料金です。
上記の額にそれぞれ別途消費税相当額が加算されます。

使用料改定対象の施設
公民館、勤労福祉センター（本館・分館）、市民
談話室、男女共同参画センター、地域ふれあい
館、アイ・リンクセンター、アイ・リンクタウン展
望施設（交流ラウンジ）、急病診療・ふれあいセ
ンター集会室、斎場（火葬料）

各施設の使用料改定額の例

市川市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に
関する基準等を定める条例等の一部改正に対する意見

募集期間 １０月４日（火）まで
閲覧場所 市公式Ｗｅｂサイト、

福祉政策課、 市政情報
センター、市政情報コーナー

（中央図書館、行徳図書館、
大野公民館図書室、男女共
同参画センター）

市内在住・在勤・在学、市
内に事務所を有する個人・法
人・団体、政策などに利害関
係を有する方、本市に関心を

持つ方
意見用紙に意見、住所、氏

名（ふりがな）または団体名
（担当者氏名）を書き、１０月４日
（火）まで（消印有効）に持参、
郵送、またはＦＡＸ３３４-１０６７
で福祉政策課（〒２７２-８５０１
※住所不要）。市公式Ｗｅｂサ
イトからも提出可。

☎７０４-０２８２同課

パブリックコメント　ご意見をお寄せください

　平成２８年４月の介護保険法及び厚生労働省令の改正によ
り、利用定員１８人以下の通所介護（デイサービス）が「地域密着
型通所介護」として本市に権限移譲されたため、本市の条例を
改正します。この度、条例案を作成するにあたり、市民のみなさん
にお知らせするとともに、広く意見の募集を行います。

☎７１１-１１４０商工振興課

１１月１２日（土）午後
１時３０分～３時３０分

八幡市民談話室
「Ｉｃｈｉｋａｗａワタシの

夢起業塾」受講者及び、
「レディースビジネスコン

テスト」に応募する女性
の方

１０月３１日（月）までに
市公式Ｗｅｂサイト上の
予約フォームから申し込
み

 

求
人

♦
♦
♦

非
常
勤
職
員（一般
事
務
／
登
録
制
）

要
件 

パソ
コ
ン
の
基
本
操
作（
ワ
ー
ド
、

エ
ク
セ
ル
を
含
む
）が
可
能
な
こ
と

雇
用
期
間 

人
材
台
帳
登
録
後（
提

出
か
ら
１
年
間
の
登
録
）、必
要
に
応

じ
て
選
考（
書
類
審
査
及
び
面
接
）に

よ
り
採
用

時
給 

９
３
０
円
か
ら

市
川
市
定
数
外
職
員
願
書
ま
た

は
市
販
の
履
歴
書（
写
真
を
添
付
）

を
、持
参
ま
た
は
郵
送
で
人
事
課

（
〒
２
７
２
・８
５
０
１
※
住
所
不

要
）。詳
し
く
は
市
公
式
Ｗｅ
ｂ
サ
イ

ト
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

☎
３
３
４・１
１
０
２
同
課

♦
♦
♦

（
公
財
）市
川
市
文
化
振
興
財
団

正
規
職
員

資
格・人
数 

平
成
２
年
４
月
２
日
～

平
成
９
年
４
月
１
日
に
生
ま
れ
た
人

で
、学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
、短

期
大
学
ま
た
は
高
等
専
門
学
校
を

卒
業
も
し
く
は
平
成
29
年
３
月
に

卒
業
見
込
み
の
人
、若
干
名

応
募
書
類
を
郵
送
で
９
月
20
日

（
火
）～
10
月
５
日（
水
）必
着
で
文

化
振
興
財
団
。詳
し
く
は
同
財
団
Ｗ

ｅ
ｂ
サ
イ
ト
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

☎
３
７
９・５
１
１
１
同
財
団

（
文
化
振
興
課
）

　独創性と収益性のあるビジネスアイデアを持
つ女性起業家を積極的に応援するため、レディー
スビジネスコンテストを実施します。書類・面接審
査を経て、１～３位の方を表彰・支援します。魅力
あるビジネスプランをお待ちしています。なお、今
年から、同コンテストに応募する方を対象にプレ
ゼンテーション講座を行います。 プレゼンテーション講座

①おおむね１年以内に市内で創業を予定してい
る女性②市内で創業後、おおむね５年以内の女性
の代表者
必要書類を１１月７日（月）までに商工振興課に

提出（詳しくは、市公式Webサイトをご覧ください）

10月1日●
利用分から

日時 場所・会場 対象・人数 費用・料金 持ち物 申し込み・応募 問い合わせ 行徳支所市役所講師講内容内

広報いちかわ　2016年（平成28年）9月17日　No.15523 暮らし
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